
単位：トン

廃石膏
ボード

その他

 R3.4月 35.56 40.74 1,226.87 451.36 170.90 55.53 1,980.96 104.3 687

   5月  43.37 39.97 997.69 364.52 54.50 47.43 1,547.48 86.0 649

  6月  41.11 12.54 31.40 1,040.48 447.81 82.12 65.06 1,720.52 78.2 692

  7月  38.00 34.67 924.61 337.86 102.37 70.81 1,508.32 75.4 584

  8月  36.32 51.33 21.88 1,017.80 233.91 63.15 58.34 1,482.73 78.0 624

  9月  39.69 0.55 21.68 839.33 379.92 85.38 34.19 1,400.74 70.0 568

  10月  39.87 　 35.46 948.00 291.10 81.50 34.35 1,430.28 71.5 605

  11月  38.35 44.93 987.95 352.16 88.91 47.80 1,560.10 78.0 654

  12月  38.96 　 89.69 1,100.22 262.27 88.04 65.68 1,644.86 82.2 680

 R4.1月 45.56 44.35 10.41 591.46 196.11 102.27 40.39 1,030.55 57.3 432

  2月  30.51 　 36.72 11.12 873.76 185.07 70.31 44.60 1,252.09 69.6 602

  3月  65.40 　 36.67 105.90 1,031.20 201.77 83.74 12.00 1,536.68 73.2 692

R3年度合計 492.70 13.09 507.61 149.31 0.00 11,579.37 3,703.86 1,073.19 576.18 18,095.31 77.0 7,469

*1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第13号に掲げる廃棄物(燃え殻、ばいじん、汚泥を処分するために処理したもの)です。

*2 平成20年度までそれぞれ区分していた「がれき類(石綿含有)」と「ガラス陶磁器くず(石綿含有)」を併せ、それにＰタイル(プラスチック製床タイル)を加え、

　「石綿含有産業廃棄物」として区分を一つにまとめています。

*3 平成20年度まで「ガラス陶磁器くず(その他)」としていたものを、「廃石膏ボード」、「その他」の二つに分けています。

*4 「がれき類(その他)」には、中間処理残さを含みます。

◆条例改正に伴い、平成21年度分から「月別搬入量の状況」表の区分を変更しています。

車両台数
　　（台）

かながわ環境整備センター・月別搬入量の状況（令和３年度）
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